
目 次

◇ 規 則 鳥取県名古屋事務所の設置等に伴う関係規則の整備等に関する規則

(87) (行政経営推進課) ２

公布された規則のあらまし

◇鳥取県名古屋事務所の設置等に伴う関係規則の整備等に関する規則の新設について

１ 規則の新設理由

(１) 中京地域に対する観光客誘致､ 県内物産の販路拡大､ 文化交流等の取組の強化により､ 本県産業の

活性化､ 発展等が期待できる｡ そこで､ 本県と中京地域との間における経済の交流を促進し､ 産業の振

興を図るため､ 鳥取県名古屋事務所を設置し､ その所掌事務を定めるほか､ 同事務所の設置に伴う所要

の規定の整備を行う｡

(２) 今年度組織改正後､ 住宅供給公社の所管について再検討を行った結果､ 住宅政策課 (現行 景観ま

ちづくり課) とすることとし､ 所要の規定の整備を行う｡

２ 規則の概要

(１) 鳥取県行政組織規則の一部改正

① 鳥取県名古屋事務所 (以下 ｢名古屋事務所｣ という｡) を名古屋市に置く｡

② 名古屋事務所は､ 本県と中京地域との間における経済の交流を促進し､ 産業の振興を図るため､ 県

行政に必要な情報の収集等の事務を所掌する｡

③ 名古屋事務所は､ 総務部総務課が所管する｡

④ 住宅供給公社に関する事務の所掌を住宅政策課 (現行 景観まちづくり課) とする｡

⑤ その他所要の規定の整備を行う｡

(２) 鳥取県事務処理権限規則の一部改正

① 愛知県に所在する宿舎に係る事務の処理権限を含め､ 鳥取県宿舎管理規則の規定による宿舎に係る

貸付料の決定以外の事務 (特に規定するものを除く｡) の処理権限を管財課長に委任する｡

② 住宅政策課に係る地方住宅供給公社法に基づく事務に関し､ その事務処理権限の区分を定める｡

③ その他所要の規定の整備を行う｡

(３) 鳥取県会計規則の一部改正

名古屋事務所を出納機関とし､ 主幹の職にある者をもって出納員に充てる｡

(４) 鳥取県用品調達等集中管理事業特別会計で取り扱う用品等の範囲を定める規則の一部改正

① 名古屋事務所で調達する用品は､ 鳥取県用品調達等集中管理事業特別会計 (以下 ｢特別会計｣ とい

う｡) で取り扱う用品から除くものとする｡

② 名古屋事務所における文書の複写に要する経費の支払に関する事務は､ 特別会計で取り扱う事務か

ら除くものとする｡

(５) 施行期日

……………………………………………………………………………
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施行期日は､ 平成17年９月１日とする｡

規 則

鳥取県名古屋事務所の設置等に伴う関係規則の整備等に関する規則をここに公布する｡

平成17年８月19日

鳥取県知事 片 山 善 博

鳥取県規則第87号

鳥取県名古屋事務所の設置等に伴う関係規則の整備等に関する規則

(鳥取県行政組織規則の一部改正)

第１条 鳥取県行政組織規則 (昭和39年鳥取県規則第13号) の一部を次のように改正する｡

次の表の改正前の欄中条及び号の表示に下線が引かれた条及び号 (以下この条において ｢移動条等｣ という｡)

に対応する同表の改正後の欄中条及び号の表示に下線が引かれた条及び号 (以下この条において ｢移動後条等｣

という｡) が存在する場合には､ 当該移動条等を当該移動後条等とし､ 移動条等に対応する移動後条等が存在

しない場合には､ 当該移動条等 (以下この条において ｢削除条等｣ という｡) を削り､ 移動後条等に対応する

移動条等が存在しない場合には､ 当該移動後条等 (以下この条において ｢追加条等｣ という｡) を加える｡

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分 (条及び号の表示並びに削除条等を除く｡ 以下この条において

｢改正部分｣ という｡) に対応する同表の改正後の欄中下線が引かれた部分 (条及び号の表示並びに追加条等を

除く｡ 以下この条において ｢改正後部分｣ という｡) が存在する場合には､ 当該改正部分を当該改正後部分に

改め､ 改正部分に対応する改正後部分が存在しない場合には､ 当該改正部分を削り､ 改正後部分に対応する改

正部分が存在しない場合には､ 当該改正後部分を加える｡
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改 正 後 改 正 前

目次

第１章～第３章 略

第４章 地方機関

第１節及び第１節の２ 略

第２節 総務部の所管に属する機関

第１款及び第２款 略

第２款の２ 名古屋事務所 (第26条の２・第26

条の３)

第２款の３ 総合事務所 (第26条の４・第26条

の５)

第３款～第８款 略

第３節～第10節 略

第５章 略

附則

目次

第１章～第３章 略

第４章 地方機関

第１節及び第１節の２ 略

第２節 総務部の所管に属する機関

第１款及び第２款 略

第２款の２ 総合事務所 (第26条の２・第26条

の３)

第３款～第８款 略

第３節～第10節 略

第５章 略

附則
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(総務部各課の所掌事務)

第７条 総務部各課の所掌事務は､ 次のとおりとする｡

総務課

(１)～(18) 略

(19) 東京事務所､ 大阪事務所､ 名古屋事務所及び

総合事務所の管理事務の総括に関すること｡

(20)～(23) 略

県民室～人権局同和対策課 略

(生活環境部各課の所掌事務)

第10条 生活環境部各課の所掌事務は､ 次のとおりと

する｡

環境政策課～食の安全推進課 略

景観まちづくり課

(１)～(15) 略

公園自然課 略

住宅政策課

(１)～(７) 略

(８) 住宅供給公社に関すること｡

(９) 略

(所掌事務)

第25条 大阪事務所は､ 本県と関西地域等との間にお

ける経済の交流を促進し､ 産業の振興を図るため､

次に掲げる事務を所掌する｡

(１) 略

(２) 関西地域の商況､ 中京地域の農産物市場の情

況､ 海外市場の情況等の調査及び情報連絡に関す

ること｡

(３) 県内物産に関する宣伝及び紹介に関すること｡

(４) 略

(５) 関西地域及び中京地域の企業の誘致に関する

こと｡

第２款の２ 名古屋事務所

(設置)

第26条の２ 名古屋事務所を次のとおり置く｡

(総務部各課の所掌事務)

第７条 総務部各課の所掌事務は､ 次のとおりとする｡

総務課

(１)～(18) 略

(19) 東京事務所､ 大阪事務所及び総合事務所の管

理事務の総括に関すること｡

(20)～(23) 略

県民室～人権局同和対策課 略

(生活環境部各課の所掌事務)

第10条 生活環境部各課の所掌事務は､ 次のとおりと

する｡

環境政策課～食の安全推進課 略

景観まちづくり課

(１)～(15) 略

(16) 住宅供給公社に関すること｡

公園自然課 略

住宅政策課

(１)～(７) 略

(８) 略

(所掌事務)

第25条 大阪事務所は､ 本県と関西地域及び中京地域

との間における経済の交流を促進し､ 産業の振興を

図るため､ 次に掲げる事務を所掌する｡

(１) 略

(２) 関西地域及び中京地域の商況､ 海外市場の情

況等の調査及び情報連絡に関すること｡

(３) 県産の商工物品及び農産物に関する宣伝及び

照会に関すること｡

(４) 略

(５) 企業の誘致に関すること｡

名称 位置

鳥取県名古屋事務所 名古屋市



(鳥取県事務処理権限規則の一部改正)

第２条 鳥取県事務処理権限規則 (平成８年鳥取県規則第32号) の一部を次のように改正する｡

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分 (別表の細目の表示を除く｡) を次の表の改正後の欄中下線が引

かれた部分 (別表の細目の表示を除く｡) に改める｡

次の表の改正前の欄の表中太線で囲まれた部分を削り､ 次の表の改正後の欄の表中太線で囲まれた部分を加

える｡

次の表の改正前の欄中別表の細目の表示に下線が引かれた別表の細目 (以下この条において ｢移動別表細目｣

という｡) を当該移動別表細目に対応する次の表の改正後の欄中別表の細目の表示に下線が引かれた別表の細

目とする｡
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(所掌事務)

第26条の３ 名古屋事務所は､ 本県と中京地域との間

における経済の交流を促進し､ 産業の振興を図るた

め､ 次に掲げる事務を所掌する｡

(１) 県行政に必要な情報の収集及び資料の調査に

関すること｡

(２) 中京地域の商況 (農産物市場の情況等を除く｡)

等の調査及び情報連絡に関すること｡

(３) 県内物産に関する宣伝及び紹介に関すること｡

(４) 観光の宣伝に関すること｡

第２款の３ 略

(名称､ 位置及び所管区域)

第26条の４ 略

(内部組織及び所掌事務)

第26条の５ 略

第２款の２ 略

(名称､ 位置及び所管区域)

第26条の２ 略

(内部組織及び所掌事務)

第26条の３ 略

改 正 後 改 正 前

別表第２ (第３条､ 第４条､ 第５条､ 第６条､ 第８条､

第11条関係)

個別事項に係る事務処理権限

別表第２ (第３条､ 第４条､ 第５条､ 第６条､ 第８条､

第11条関係)

個別事項に係る事務処理権限

所

属

名

事 項 事務処理権限の区分

地方機関
の長又は
総合事務
所の局長
の名称

所

属

名

事 項 事務処理権限の区分

地方機関
の長又は
総合事務
所の局長
の名称

種 類 内 容
知

事

専決権者 委任決裁権者

種 類 内 容
知

事

専決権者 委任決裁権者

部

長

課

長

地方
機関
の長
又は
総合
事務
所の
局長

部

長

課

長

地方
機関
の長
又は
総合
事務
所の
局長

部

長

課

長

地方
機関
の長
又は
総合
事務
所の
局長

部

長

課

長

地方
機関
の長
又は
総合
事務
所の
局長

略 略

管 一～三 略 管 一～三 略
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財
課
四 鳥取
県宿舎
管理規
則 (昭
和57年
鳥取県
規則第
24号)
に基づ
く知事
の権限
に属す
る事務

１ 宿舎に係る
事務
(一) 同規則
第11条第１
項の規定に
よる宿舎に
係る貸付料
の決定
(二) (一)以
外のもの
(１) (２)
から(７)
までに掲
げるもの
以外のも
の
(２) 東京
都に所在
する宿舎
に係るも
の
(３) 大阪
府に所在
する宿舎
に係るも
の
(４) 日野
町に所在
する宿舎
に係るも
の
(５) 倉吉
市に所在
する宿舎
に係るも
の
(６) 米子
市に所在
する宿舎
に係るも
の
(７) 畜産
試験場の
宿舎に係
るもの

○

○

○

○

○

○

○

○

東京事務
所長

大阪事務
所長

日野総合
事務所長

中部総合
事務所長

西部総合
事務所長

畜産試験
場長

財
課
四 鳥取
県宿舎
管理規
則 (昭
和57年
鳥取県
規則第
24号)
に基づ
く知事
の権限
に属す
る事務

１ 宿舎に係る
事務
(一) 同規則
第11条第１
項の規定に
よる宿舎に
係る貸付料
の決定
(二) (一)以
外のもの
(１) 鳥取
市に所在
する宿舎
に係るも
の

(２) 東京
都に所在
する宿舎
に係るも
の
(３) 大阪
府に所在
する宿舎
に係るも
の
(４) 日野
町に所在
する宿舎
に係るも
の
(５) 倉吉
市に所在
する宿舎
に係るも
の
(６) 米子
市に所在
する宿舎
に係るも
の
(７) 畜産
試験場の
宿舎に係
るもの

○

○

○

○

○

○

○

○

東京事務
所長

大阪事務
所長

日野総合
事務所長

中部総合
事務所長

西部総合
事務所長

畜産試験
場長

五～八 略 五～八 略

略 略

景
観
ま
ち
づ
く
り
課

一～二十一 略 景
観
ま
ち
づ
く
り
課

一～二十一 略

二十二
地方住
宅供給
公社法
(昭和
40年法
律第124
号) に
基づく
知事の
権限に
属する
事務

１ 同法第27条
の規定による
事業計画及び
資金計画の承
認並びに当該
承認について
の国土交通大
臣への協議

○

２ 同法第40条
第１項の規定
による地方公
社への立入検
査

○

３ 同法第40条
第１項の規定
による地方公
社に対する業
務等の報告の
要求

○

４ 同法第41条
の規定による
地方公社の業
務に関する監
督上必要な命
令

○

５ 同法第42条
第１項の規定
による法令違
反等の場合の
地方公社に対

○



(鳥取県会計規則の一部改正)

第３条 鳥取県会計規則 (昭和39年鳥取県規則第11号) の一部を次のように改正する｡

次の表の改正後の欄の表中太線で囲まれた部分を加える｡

(鳥取県用品調達等集中管理事業特別会計で取り扱う用品等の範囲を定める規則の一部改正)

第４条 鳥取県用品調達等集中管理事業特別会計で取り扱う用品等の範囲を定める規則 (昭和39年鳥取県規則第

18号) の一部を次のように改正する｡

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分 (以下この条において ｢改正部分｣ という｡) に対応する同表の

改正後の欄中下線が引かれた部分 (以下この条において ｢改正後部分｣ という｡) が存在する場合には､ 当該

改正部分を当該改正後部分に改め､ 改正部分に対応する改正後部分が存在しない場合には､ 当該改正部分を削
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する業務の停
止等の命令

二十二 略 二十三 略

住
宅
政
策
課

一～十五 略 住
宅
政
策
課

一～十五 略

十六 地
方住宅
供給公
社 法
(昭和
40年法
律第124
号) に
基づく
知事の
権限に
属する
事務

１ 同法第27条
の規定による
事業計画及び
資金計画の承
認並びに当該
承認について
の国土交通大
臣への協議

○

２ 同法第40条
第１項の規定
による地方公
社への立入検
査

○

３ 同法第40条
第１項の規定
による地方公
社に対する業
務等の報告の
要求

○

４ 同法第41条
の規定による
地方公社の業
務に関する監
督上必要な命
令

○

５ 同法第42条
第１項の規定
による法令違
反等の場合の
地方公社に対
する業務の停
止等の命令

○

十七 略 十六 略

略 略

改 正 後 改 正 前

別表第１ (第２条､ 第５条関係) 別表第１ (第２条､ 第５条関係)

機 関 職 機 関 職

略 略

鳥取県大阪事務所 商工観光課長 鳥取県大阪事務所 商工観光課長

鳥取県名古屋事務所 主幹

略 略



る｡

附 則

この規則は､ 平成17年９月１日から施行する｡
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改 正 後 改 正 前

(用品の範囲)

第１条 鳥取県用品調達等集中管理事業特別会計条例

(昭和39年鳥取県条例第26号｡ 以下 ｢条例｣ という｡)

第１条の規定に基づき､ 鳥取県用品調達等集中管理

事業特別会計で取り扱う用品の範囲を次のとおり定

める｡ ただし､ 東京事務所､ 大阪事務所及び名古屋

事務所に係るものを除く｡

(１)～(３) 略

２ 略

(事務の範囲)

第２条 条例第１条の規定に基づき､ 鳥取県用品調達

等集中管理事業特別会計で取り扱う事務の範囲を次

のとおり定める｡

(１)～(６) 略

(７) 部又は機関 (東京事務所､ 大阪事務所及び名

古屋事務所を除く｡) における文書の複写に要す

る経費の支払に関する事務

(８) 略

(用品の範囲)

第１条 鳥取県用品調達等集中管理事業特別会計条例

(昭和39年３月鳥取県条例第26号｡ 以下 ｢条例｣ と

いう｡) 第１条の規定に基づき､ 鳥取県用品調達等

集中管理事業特別会計で取り扱う用品の範囲を次の

とおり定める｡ ただし､ 東京事務所及び大阪事務所

に係るものを除く｡

(１)～(３) 略

２ 略

(事務の範囲)

第２条 条例第１条の規定に基づき､ 鳥取県用品調達

等集中管理事業特別会計で取り扱う事務の範囲を次

のとおり定める｡

(１)～(６) 略

(７) 部又は機関 (東京事務所及び大阪事務所を除

く｡) における文書の複写に要する経費の支払に

関する事務

(８) 略
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